
◎短期入所生活介護（ショートステイ）とは？

　日々、介護を行っている家族は、自身の休息や冠婚葬祭など、さまざまな理由により、介護から離れざるを得ない状況が生じることがあります。

　そんなときに、高齢者を預かりケアをしてくれるサービスが短期入所生活介護（ショートステイ）です。

◎短期入所生活介護の利用方法

　「ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を担当しているケアマネジャー(介護支援専門員)

　　を通じてお申込み下さい。」

　　事前に訪問日時や必要書類等について連絡いたします、

　※ サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーが「武蔵野館」へ連絡をし、

　　 施設の空きやご利用者さまの状態などからサービス提供の可否を確認致します。

　※  訪問時には、ご本人とご家庭での生活のご様子や状態、送迎方法等をお伺い致します。

日常的な生活の世話(入浴、食事などの介護とレクリエーション等)、機能訓練などを受けることができます。

申込受付

申込方法

受入れ実施

1. 先ずは、担当ケアマネジャーにサービスの利用について相談して下さい。

2．当施設の相談員が利用前にご自宅等へ訪問致します。

３.当施設の相談員と担当のケアマネジャーと一緒にケアプランを作成致します。

特別養護老人ホーム武蔵野館「短期入所生活介護」のご利用について



［介護保険利用制度上の利用料金］

1割負担の場合 2割負担の場合 １日当たりの概算費用

介 護 度 日　額 自己負担日額 自己負担日額 例：要介護２で利用者負担段階が第２段階、１割負担の方が、

要介護1 6,312 円 631 円 1,262 円 　　従来型個室を1日（1泊2日）利用した場合

要介護2 7,027 円 703 円 1,405 円

要介護3 7,754 円 775 円 1,551 円

要介護4 8,469 円 847 円 1,694 円

要介護5 9,163 円 916 円 1,833 円

※1泊2日の場合、2倍の費用が必要となります。

基本は従来型個室になりますが、居室の環境とご本人の要介護度等によって異なります。

所得が低い場合には、それぞれその負担が軽減される仕組みとなっています。

具体的に負担する額は下表のとおりです。

1,150 円 1,400 円

◎利用料は？

390 円

650 円

第２段階
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合

計所得金額の合計が80万円以下の人

第３段階
市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第２段階

以外の人

第１段階

第４段階 基準費用額 840 円

370 円

（１日あたり）

※その他、利用に応じて日用品費、送迎費(送迎ありの場合)等が加算されます。

420 円

370 円 820 円

利用者

負担段階

0 円 320 円

食費の負

担限度額

従来型

個室

300 円市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

多床室利用者負担限度額認定の基準

介護利用料

1,406円

居室利用料

840円

食 費

780円

利用料合計

3,026円
＋ ＝＋


